
　８月９日に開催された白石夏
まつり会場にて、「（仮称）道の駅
しろいし整備事業」に関するア
ンケート調査を実施しました。
この調査は、令和７年度から本
格的な工事が始まる道の駅整備
事業について、多くの市民の皆
さまからご意見をいただくこと
を目的に行われたものです。
　当日は、真夏の日差しが照り
つける中、83人の方にアンケー
トのご協力をいただきました。
今年の夏まつりは昨年より２千
人多い１万６千人の来場者があ
り、アンケートには親子連れか
らご年配の方まで、幅広い年齢
層の皆さまにご協力いただきま
した。
　また、帰省で来場された市外
にお住まいの方からも貴重な

ご意見をいただくことができま
した。
　「道の駅ができることについ
てどのように感じるか」との質
問では、全体の80％以上の方
から「とても楽しみ」「楽しみ」
との回答をいただきました。
「期待すること」については、
「地元の活性化」「地元特産品や
野菜の販売」「子どもの遊び場」
といった声が寄せられました。
一方で、「懸念していること」
としては、「道路の渋滞」や「集
客（たくさんの人が広まるか）」
といったご意見がありました。
ご協力いただいた皆さまに、心
より感謝申し上げます。
　皆さまから寄せられたご意見
を基に、よりよい道の駅になる
よう全力を尽くしてまいります。

　今後も、鬼小十郎まつりや農
業祭など、市民の皆さまが集ま
るイベントなどで、引き続きご
意見を伺う機会を設ける予定で
す。その際は、ぜひ率直なご意
見をお聞かせください。

白石夏まつり会場で道の駅しろいしのPRを行いました
～「（仮称）道の駅しろいし整備事業」事業に関するアンケートを実施しました。～

㉄都市創造課スマートインターチェンジ・企業立地推進室　☎26-8884

　私たち「（株）しろいしグロウパーク」は、白石市から委託を受けて「（仮称）道の駅しろいし整備事業」を行う事業
者です。今後、設計・建設から維持管理・運営までを行っていきます。ここでは、事業の整備状況を連載していきます。

グロウパークだより≪Vol.５≫G r o w  P a r k  N e w s

■�配線器具（延長コード、テー
ブルタップなど）が定める定
格消費電力を超えて使ってい
ませんか？
■�１つのテーブルタップで炊飯
器やオーブンレンジなど消費
電力の大きな複数の電気製品
を同時に使用するなどしてい
ませんか？
■�電源コードをねじ曲げたり、
踏みつけたりしていませんか？
■�配線器具には寿命があること
を知っていますか？
※�配線器具には使用可能な消費

電力（定格消費電力）が定め
られており、それを超えて使
用すると火災につながる恐れ
があります。
※�炊飯器などの消費電力の大き
な電気製品の中には、延長
コードなどの使用を禁止して
いる製品もあります。接続す
る電気製品の取扱説明書を必
ず確認しましょう。
※�電源コードをねじ曲げる、踏
みつけるなど外部から大きな
力が加わる使い方は、電源
コードが損傷して異常発熱や

発火の原因となります。
※�電源プラグを長時間差し込ん
だままにすると、コンセント
との隙間にほこりや水分が付
着して発火の原因となること
があります。

配線器具、その使い方、間違っていませんか！

㉄白石市消費生活相談室（市役所１階）　☎22-0783　相談日：月・水・金（祝日は休み）　9：00～16：00
地域包括支援センター

■オレンジカフェ
●日時　�10月7日（火）・21日（火）�

9：30〜11：00
●場所　介護予防センター
※�21日は「簡単なゲーム」を
行います。
■認知症家族のつどい
●日時　�10月28日（火）�

13：30〜15：00
●場所　介護老人保健施設清風6階
●内容　�介護の悩みや相談、情

報交換など
㉄地域包括支援センター
　☎22-1466

▲�アンケート調査の様子。ご協力あり
がとうございました

　若い頃は農業、養蚕、炭焼きを
していたというとみさん。好きな
食べ物は刺身とお肉で、天気の良
い日は草むしりなどして過ごして
いるとのこと。
　長生きの秘

ひ

訣
けつ

は毎日三食食べ
て、身体に気を付けて過ごすこと
だそうです。
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　とみ さん

相談種別 日時・会場・問い合わせ先など
いじめ相談
（アイライン）

いじめ相談窓口（市役所４階 教育委員会内）　 i-line@city.shiroishi.miyagi.jp【24時間メール受け付け】
※電話相談（☎22-1350）も実施しています（毎週月〜金 8：30〜16：30）。

家庭児童・DV相談 子育て支援課　毎週月〜金　8：30〜16：00　☎26-8836

高齢者総合相談
（事前連絡必要）

①地域包括支援センター（総合福祉センター内）：☎22-1466　毎週月～金　8：30～17：15
②在宅介護支援センター清風：☎22-2110　③在宅介護支援センター八宮：☎24-5222
②③は24時間電話受付しています。

生活総合相談
（生活困窮者） 社会福祉協議会（総合福祉センター内）　毎週月〜金　8：30〜17：15　☎22-2130

青少年相談 青少年相談センター（市役所４階）
毎週月･火･木･金　8：30〜16：30　☎22-1342（内線445）

消費生活相談 消費生活相談室（市役所１階市民課内）　毎週月･水･金　9：00〜16：00　☎22-0783

障がい者虐待通報
仙南地域障がい者基幹相談支援センター【24時間電話受け付け】
平日：☎0224-51-5361　夜間・休日：☎080-3326-1788
※�県南生活サポートセンターアサンテ内（大河原町）。平日は福祉課（☎22-1400）でも受け付けています。

健康相談 健康推進課　毎週月〜金　8：30〜17：15　☎22-1362

相談種別 日　　時 会　　場 電　　話
人権・行政 10月14日（火） 10：00〜15：00 防災センター大会議室

市民課　☎22-1312
無 料 法 律 10月14日（火） 10：00〜15：00 市役所３階　第３会議室（要予約）
農 家 10月10日（金） 10：00〜12：00 農林振興センター 農業委員会　☎22-1256

こころの相談
・精神科医：10月7日（火） 13：15〜16：15

健康センター（要予約） 健康推進課　☎22-1362・精神保健福祉士：�10月8日（水）・�
15日（水）・29日（水）14：15〜16：15

依 存 症 10月15日（水） 13：00〜16：20 仙南保健福祉事務所
（要予約）

仙南保健福祉事務所
母子・障害班
☎0224-53-3132思春期・ひきこもり 10月 6日（月） 13：30〜16：20

障 が い 者 10月10日（金） 13：00〜15：00 市役所３階　第３会議室 福祉課　☎22-1400
補聴器巡回
サ ー ビ ス

・リオン：10月7日（火）・22日（水）
・ブルーム：10月28日（火） 13：00〜14：00 市役所１階　東側和室 リオン� ☎0224-52-2551

ブルーム� ☎022-267-3435
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